
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（金融庁） 

制 度 名 非居住者等が受ける振替公社債利子等の非課税制度の充実 

税 目 所得税、法人税 

 
非居住者等が受ける振替公社債利子等の非課税制度について、以下

の 4つの措置を講ずる。 

 

1. 振替社債利子の非課税化 

 

非課税対象債券の中に振替社債等を追加する。 

 

2. 非課税手続の簡素化 

 

非課税手続について、発行体（多数）毎ではなく、振替機関

（２者のみ）毎に手続をすれば足りるようにする等、制度を簡素

化する。 

 

3. 償還差益の非課税化 

 

非課税対象所得の中に償還差益（取得価額と償還価額の差額）

を追加する。 

 

4. 非居住者等の範囲拡大 

 

非課税制度の適用を受ける非居住者等である適格外国証券投信

の中に、以下の 3つの外国証券投信を追加する。 

（１）その受益権が国内で公募される外国証券投信で、居住者に

対する分配金の支払が水際源泉徴収の対象とされるもの。 

（２）親子ファンド形式をとる外国証券投信で、いずれかの子フ

ァンドの受益権が公募されるもの（国内公募の場合は上記

（１）の要件を満たすもの）。 

（３）その受益権が私募される外国証券投信で、受益者の全てが

非居住者・外国法人・国内金融機関等のいずれかである旨の

届出を行ったもの。 

 

非課税制度の適用を受ける非居住者等の中に、外国の年金基金

を追加する。 
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⑴ 政策目的 

 

非居住者等の我が国公社債市場への参加を促進し、我が国金融・資

本市場の活性化や企業等の資金調達の円滑化を図る。 

 

⑵ 施策の必要性 

 

1. 振替社債利子の非課税化 

 

国際的な市場間競争が一層激化する中、我が国金融・資本市場が

内外の利用者のニーズに応え、その役割を十分に果たしていくため

には、我が国市場の競争力を強化することが喫緊の課題。 

一方、現在の我が国社債市場に投資する非居住者等はほとんど

存在せず（0.6％、平成 21 年３月末）、その要因として、先進諸外国で

は非居住者等が受ける社債利子が原則非課税である中、我が国に

おいては、社債利子に対する課税がなされていることが挙げられる。 

（注）国債では既に非課税措置が手当てされているところ、非居住

者保有割合が 7％を超える。 

 

このため、他国社債市場との国際的イコール・フッティングを確保

し、我が国社債市場の国際競争力を強化するためには、非居住者等

が受ける振替社債利子の非課税化が必要不可欠。 

 

2. 非課税手続の簡素化 

 

現行制度では、多数の発行体毎に非課税手続きをしなければなら

ず、煩雑。そのため、発行体が多数に上る地方債に対する非居住者

等の投資は極めて低調。 

非課税手続の簡素化により、非居住者等による投資の障害を除去

することが必要不可欠。 

 

3. 償還差益の非課税化 

 

現行制度では、償還差益に対して課税されるため、非居住者等は

恒久的施設を有しないものでも申告納税する必要が生じうる。 

償還差益を非課税化することにより、非居住者等による投資の障

害を除去することが必要不可欠。 

 

4. 非居住者等の範囲拡大 

 

現行制度では、適格外国証券投信の範囲が限られているため、相

当数の外国証券投信が投資を断念している。また、外国の年金基金

も、条文上は非居住者等に含まれない。 

非居住者等の範囲を合理的に拡大することにより、非居住者等に

よる投資を促進する必要がある。 

 



 

⑶ 要望の措置の妥当性 

 

本措置により、他国社債市場との国際的イコール・フッティン

グを確保し、国際的な市場間競争の土俵に立つことが可能とな

る。 

なお、税制に関する国際的イコール・フッティングを確保する

必要があるため、税制以外の手段はなじまない。 

 

政策評価体  

系における   

位 置 付 け 

Ⅲ－１－（１）多様な資金運用・調達機会の提供に向けた制度設計 
 

政 策 の 

達成目標 

非居住者等の我が国公社債市場への参加を促進し、我が国金融・資

本市場の活性化や企業等の資金調達の円滑化が図られること。 

租税特別措 

置の適用又 

は延長期間 

 
 
恒久措置とする 
 
 

同上の期間中

の達成目標 

 
（政策の達成目標と同じ） 
 
 

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置 

 
なし 
 
 
 

予算上の措置

等の要求内 

容及び金額 

 
なし 
 
 
 

今
回
の
要
望
に
関
連
す
る
事
項 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
なし 
 
 
 

政 策 の  

達成状況 

国債及び地方債の海外投資家の保有残高は増加傾向にある。 

租税特別措置

の適用実績 

海外投資家による国債・地方債の保有額の推移 
（単位：兆円） 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 
国債 40.2 47.3 43.7 
地方債 0 0 0.1 

（注）日銀資金循環表より 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と

効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別措置

による政策 

の達成目標の 

実現状況等 

海外投資家による国債・地方債の保有割合の推移 
（単位：％） 

 2006 年度 2007 年度 2008 年度 
国債 6.0 6.8 6.4 
地方債 0 0 0.2 

（注）日銀資金循環表より 



前回要望時 

の達成目標 

 
なし 
 
 

前回要望時 

からの達成度

及び目標に 

達していない 

場合の理由 

 
なし 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
15 年度改正から要望。 

振替国債の利子については11年度改正、振替地方債の利子については

19年度改正において、非課税措置が導入されている。 

 


